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食品照射専門部会の設置について 
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原 子 力 委 員 会 決 定 

 

１．趣旨 

放射線は、学術、工業、農業、医療、その他の分野で適切な安全管理の下で利用されて

きており、社会に大きな効用をもたらしている。これら放射線利用のうち、「食品照射」は、

公衆衛生や食品の品質保持などを目的として、放射線を食品に照射することにより、殺菌、

殺虫、発芽防止等を行う技術である。しかしながら、原子力政策大綱において、現在、我

が国においては馬鈴薯の発芽防止を行うための食品照射が認められているのみであり、社

会への技術情報の提供や理解活動の不足等のために活用が十分進められていないことが課

題として指摘された。そこで、原子力政策大綱において示されている基本的考え方を踏ま

え、関係者の今後の検討に資するため、原子力委員会において「食品照射専門部会」を設

置し、食品照射に関する現状等について調査審議を行う。 

 

 

２．構成 

別途定めることとする。 

 

 

３．検討内容 

① 食品照射に関する内外の動向、有用性、安全性に関する内外の評価の現状等について
調査審議する。 

② 現状において食品照射を行う合理性が高いと考え得る食品について審議する。 
③ その他、原子力委員会が指示する事項について調査審議を行う。 
 

 

４．スケジュール 

１２月に第１回会合を開催する。その後、数次会合を開催し、検討結果を報告書に取り

まとめ、原子力委員会に対して報告する。 

 

 

５．その他 

（１）専門部会は、原子力委員会が報告書を了承した段階で解散する。 

（２）専門部会の運営については、原子力委員会専門部会等運営規程を準用する。 

 

以上 



 

（参考）原子力政策大綱における食品照射に係る記述 

 

（1-2-9．（現状認識）放射線利用） 

「（中略）しかしながら、食品照射のように放射線利用技術が活用できる分野において、

社会への技術情報の提供や理解活動の不足等のために、なお活用が十分進められてい

ないことが、課題として指摘されている。」 

 

（3-2-2.（放射線利用）各分野における進め方 (4)その他の分野） 

「食品照射については、生産者、消費者等が科学的な根拠に基づき、具体的な取組の

便益とリスクについて相互理解を深めていくことが必要である。また、多くの国で食

品照射の実績がある食品については、関係者が科学的データ等により科学的合理性を

評価し、それに基づく措置が講じられることが重要である。」 

 

 


